
大学院博士後期 

通学車両登録料・駐輪場使用料納入用紙 2026 年 4 月  日 

学籍番号                 氏 名                        

許可車両   自転車   バイク（原動機付自転車・自動二輪車）   自動車  （該当に○を記入） 

許可期間   2026年  4月  ～   2029年   3月  

料金計算 

内 訳 自転車 バイク（自動二輪車・原動機付自転車） 自動車 

登録料 

（一括納入） 

            

500円×3 年(在籍予定年数) 

 

使用料 

（毎年納入） 

駐輪場使用料は、 

登録料に含まれています。 

駐輪場使用料は、 

登録料に含まれています。 

■1年間 9,000 円（年額） 

■年度途中から新規に申請 

する場合 

750円× 月=        円 

（開始月から 3月までの月数） 

 ※ 登録料は、自転車からバイク、バイクから自動車など通学方法を変更した場合、充当することできますので、 

一度納入すれば、新たに納入する必要はありません。 

※ 登録料には、事務手数料のほか、自転車・バイクの駐輪場使用料金が含まれています。 

※ 駐車カード再発行料（紛失・損壊）：2,000 円 

証紙貼付欄（上記合計料金分の証紙を貼付してください。） 

1,500 円   

 

 
 

 

通学許可証及び駐輪場使用許可証 ，領収書 

学籍番号             

氏  名             

\  1,500 -      

（ただし、登録料・駐輪場使用料として） 

上記正に領収いたしました。 

2026年 4 月  日 

学校法人聖隷学園 

 


